
平成 ２１年 ３月 １３日

平成 ２１年度 ～ 平成 ２５年度

１９年度実績 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 備　考

医業収支比率 91.8 87.1 91.5 101.0 100.8 99.3 100.1

経常収支比率 99.5 97.1 102.3 111.1 106.2 104.9 105.7

職員給与費比率 59.4 67.3 62.8 57.3 57.6 58.0 58.7

病床利用率 60.3 56.4 71.3 71.3 71.2 71.3 71.3

不良債務 333,891 337,326 309,640 217,177 156,705 78,130 0 単位：千円

不良債務比率 39.9 43.1 36.5 24.0 17.3 8.6 0.0

上記目標数値設定の考え
方

計画初年度の平成２０年度は北通り医療統合において、当病院へ北通り地域の医療資源
の集約をした。それにより患者の増を見込み、平成２１年度より特定健診等の実施により
更なる経営改善を図る。また、平成２１年度より病床を１２床削減し、病床利用率の改善を
図る。
（経常黒字化の目標年度：21年度）

　国民健康保険大間病院

　青森県下北郡大間町大字大間字大間平２０番地７８

　６０床（一般病床）

　内科・外科・整形外科・皮膚科・小児科・泌尿器科・リハビリテーション科・歯科

大間町、風間浦村、佐井村の北通り一町二ヶ村の包括医療を担う中核的自治体病院とし
て、保健・福祉・医療の充実に努め、地域住民に最新の医療提供と健康保健面の教育啓
蒙により、地域住民の健康長寿を目指す。北通り地域唯一の救急告示病院として、同地
域の１次救急医療を担っている。又、平成２０年度には同地域にある２診療所を統合・再
編し当病院に医療資源を集中し更なる安定した医療提供を目指す。

○病院の建設改良に要する経費の１/２
○病院事業元利償還金１/２
○リハビリテーション医療に要する経費（リハビリテーション医療の実施に要する経費のう
ち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額）
○救急医療の確保に要する経費（救急病院における医師等の待機及び空床の確保等救
急医療の確保に要する経費に相当する額）
○不採算地区病院の運営に要する経費（病院運営に要する経費のうち、その経営に伴う
収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額）
○医師及び看護師等の研究研修に要する経費１/２
○病院事業の経営研修に要する経費の2分の1
○病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費（当該年度の4月1日現在の職
員数が地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の施行の日における職
員数と比較して著しく増加している病院事業会計に係る共済追加費用の負担の一部）
○地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費（地方公営企業職員に係る児童手当
の額（地方公営企業職員に係る児童手当の額）
○地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費（病院事業の
職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担額（前々年度における経常収支の不足額を
限度とする）

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

財務に係る数値目標（主な
もの）

　一部事務組合下北医療センター

　国民健康保険大間病院改革プラン

公立病院改革プランの概要

対　　象　　期　　間

団　　　　体　　　　名

プ　ラ　ン　の　名　称

策　　　　定　　　　日

(様式３）

病
院
の
現
状

公立病院として今後果たすべ
き役割(概要)
（注）詳細は別紙添付

一般会計における経費負担の
考え方(繰出基準の概要）
（注）詳細は別紙添付

病 院 名

所 在 地

病 床 数

診療科目



団体名
（病院名）

１９年度実績 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 備　考

1日当入院平均患者数 36人 33人 34人 34人 34人 34人 34人

1日当外来平均患者数 191人 205人 209人 209人 209人 209人 209人

訪問看護患者数（在宅） 430人 550人 550人 550人 550人 550人 550人 年間延べ人数

へき地診療所への派遣（延べ人数） 0人 150人 150人 150人 150人 150人 150人 派遣日数５０日
医師１名・看護師２名

民間的経営手法の
導入

事業規模・形態の見
直し

経費削減・抑制対策

収入増加・確保対策

その他

別紙１のとおり

病床利用率の状況 １７年度 65.30% 1８年度 69.60% １９年度 60.30%

病床利用率の状況
を踏まえた病床数等
の抜本見直し、施設
の増改築計画の状
況等

一部事務組合下北医療センター
国民健康保険大間病院

○平成21年4月より病床を６０床から４８床へ削減。
○病床利用率改善のための検討体制の整備。

○薬品の適正在庫とより安価な購入方法及び効率的な使用を検討するため、薬事検討委
員会設置（平成20年8月設置）
○診療材料の適正在庫とより安価な購入方法及び効率的な使用を検討するため、診療材
料検討委員会設置（平成20年8月設置）
○一般会計繰入金により一時借入金の計画的縮減を図ると共に、借入利率の見直しによ
り利息負担の軽減を図る。

○看護基準の引き上げ（13対1から10対1へ）を平成20年9月実施（H21年4月より年間
1,500万円の増収見込）
○特定健康診断の受入及び診療収入の増（H21年4月より年間約300万円の増収見込）
○理学療法士等の増員により脳血管リハⅢ(100点）からⅡ（190点）の取得（H21年4月より
年間600万円の増収見込）
○薬剤師を2名体制とし、薬剤管理・訪問薬剤管理指導等の増収見込を見込む。（H21年4
月より年間300万円の増収見込）
○濃厚流動食に食品扱いの流動食の導入（H20年8月より年間50万の増収見込）
○外来患者増に伴う入院患者の増（H21年4月より900万円の増収見込）
○CT更新による算定点数の増（H21年4月より約300万円の増収見込）

○これまで実施してきた健全化のための諸施策を継続実施し、経営基盤の健全化を図る
とともに、特定健康診断の受入、へき地診療・訪問看護の充実を図る。

○近年の病床利用率の状況及び地域内の周辺施設等（特養施設）の状況を踏まえ、病床数を削
減。

平成２１年度：１２床削減

○平成19年6月より給食業務の委託化を導入済み。(平成19年6月より、年間80万の費用
減）

そ
の
他
の
特
記
事
項

各年度の収支計画

公立病院としての医療機能に
係る数値目標（主なもの）

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

数
値
目
標
達
成
に
向
け
て
の
具
体
的
な
取
組
及
び
実
施
時
期



団体名
（病院名）

（注）
１
２

詳細は別紙添付
具体的な計画が未
定の場合は、①検
討・協議の方向性、
②検討・協議体制、
③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取
りまとめる時期を明
記すること。

経営形態の現況

（注）
１
２

詳細は別紙添付
具体的な計画が未
定の場合は、①検
討・協議の方向性、
②検討・協議体制、
③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取
りまとめる時期を明
記すること。

一部事務組合下北医療センター
国民健康保険大間病院

＜時　期＞

　平成２０年４月

　平成２３年３月

＜内　容＞

　北通り地域医療統合を実施済み

　再編ネットワークの方策を検討するための会議をセンター内に設
置し、他圏域との連携の在り方等について検討する。

医療関係者及び有識者による下北医療センター経営検討委員会（仮称）を設置し、改革プ
ランに係る進捗状況、取組状況等の点検・評価を行う。
各施設においては、経営会議、運営会議等の委員会を活用し、経営成績の確認とその対
応策を検討し、目標を管理を行う。

構成市町村の広報誌及び医療センターホームページ等を用いて、毎年度10月までに公表
する。

経
営
形
態
見
直
し
に
係
る
計
画

＜時　期＞

　平成２５年３月

＜内　容＞

一部事務組合から大間町直営施設とすることについて、検討、協
議を行う。

地方公営企業法の全部適用について検討を行う。

下北地域保健医療圏における公立病院は４施設で、いずれも当センターの施設である。
（むつ総合病院：一般病床376床・精神病106床・感染症病床4床・むつリハビリテーション
病院：療養病床120床、大間病院：一般病床60床、川内病院：一般病床20床）

　青森県が平成１５年９月に策定した「自治体病院機能再編成計画」において、むつ総合
病院及び大間病院は現有機能を維持し、むつリハビリテーション病院はリハビリテーション
に特化した専門病院に転換し、川内病院は有床診療所へ転換することとしている。

点検・評価・公表等の体制
(委員会等を設置する場合
その概要）

点検・評価の時期(毎年○
月頃等）

その他特記事項

二次医療圏内の公立病院
等配置の現況

都道府県医療計画等にお
ける今後の方向性

（該当箇所に

（該当箇所に

再編・ネットワーク化計画
の概要及び当該病院にお
ける対応計画の概要

経営形態の見直し（検討）
の方向性

経営形態見直し計画の概
要

討中の場合は複数可）

点
検
・
評
価
・
公
表
等

再
編
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
係
る
計
画

公営企業法財務適用

指定管理者制度

CheckBox2

民間譲渡

診療所化

公営企業法全部適用 地方独立行政法人

一部事務組合・広域連合

公営企業法全部適用 地方独立行政法人 指定管理者制度

老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行

を記入、検

を記入）



(別紙１） 団体名
（病院名）

１．収支計画　（収益的収支） (単位：千円、％)

　　 年 度

 区 分

１. ａ 839,807 835,823 783,271 848,097 904,647 907,473 908,368 906,508

(1) 808,336 805,697 746,114 807,428 820,217 823,005 823,872 822,045

(2) 31,471 30,126 37,157 40,669 84,430 84,468 84,496 84,463

0 0 0 0 43,082 43,082 43,082 43,082

２. 128,280 137,008 151,947 170,954 151,060 104,936 102,326 100,138

(1) 123,434 122,885 140,678 161,140 140,403 94,211 91,534 89,277

(2) 1,630 232 7,258 6,098 6,716 6,784 6,851 6,920

(3) 3,216 13,891 4,011 3,716 3,941 3,941 3,941 3,941

(A) 968,087 972,831 935,218 1,019,051 1,055,707 1,012,409 1,010,694 1,006,646

１. ｂ 883,457 909,999 898,946 927,367 895,807 900,473 914,815 905,273

(1) ｃ 487,414 496,533 527,145 532,409 517,971 522,508 527,088 531,707

(2) 176,602 184,262 162,790 173,371 163,575 164,203 164,635 164,127

(3) 166,550 193,567 170,884 183,417 177,419 177,419 186,329 172,906

(4) 49,830 33,095 34,698 33,824 33,246 32,747 33,167 32,937

(5) 3,061 2,542 3,429 4,346 3,596 3,596 3,596 3,596

２. 69,126 67,664 64,215 68,598 54,019 53,126 49,018 46,641

(1) 52,123 47,525 45,976 44,118 39,901 36,441 32,895 30,124

(2) 17,003 20,139 18,239 24,480 14,118 16,685 16,123 16,517

(B) 952,583 977,663 963,161 995,965 949,826 953,599 963,833 951,914

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) 15,504 ▲ 4,832 ▲ 27,943 23,086 105,881 58,810 46,861 54,732

１. (D) 2,047 37,495 38,256 25,797 12,606 12,621 12,626 12,969

２. (E) 3,033 4,957 9,630 16,486 2,797 2,807 2,810 2,803

特　別　損　益　(D)－(E) (F) ▲ 986 32,538 28,626 9,311 9,809 9,814 9,816 10,166

14,518 27,706 683 32,397 115,690 68,624 56,677 64,898

(G) 1,341,587 1,313,881 1,313,198 484,659 368,969 300,345 243,668 178,770

(ｱ) 229,003 204,015 149,789 220,945 150,657 151,177 158,951 224,994

(ｲ) 565,135 537,906 487,115 530,585 367,834 307,882 237,081 217,590

　 527,300 371,778 345,455 387,300 300,000 250,000 200,000 180,000

(ｳ) 0 0 0 0 0 0 0 0

（※） ▲ 27,738 ▲ 2,241 3,435 ▲ 27,686 ▲ 92,463 ▲ 60,472 ▲ 78,575 ▲ 85,534

(Ａ)
（Ｂ）
(ｵ)
ａ
ａ
ｂ
(c)
（a）

(H)
ａ

（※）N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。
　　○「N年度　単年度資金不足額」＝（「N年度の不良債務額」－「N－１年度の不良債務額」）
　　・不良債務額が負の数となる場合（不良債務が発生しない場合）においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること

105.7

0.0

71.3

▲ 0.8

一部事務組合下北医療センター
大間病院

19年度（実績） 20年度（実績） 25年度

▲ 7,404

▲ 0.8

0

×100

地方財政法上の資金不足の割合 ×100

不 良 債 務
(ｵ)

｛ ( ｲ )-( ｴ ) ｝ -{( ｱ )-( ｳ )}

69.6

経 常 収 支 比 率 ×100

不 良 債 務 比 率 ×100

医 業 収 支 比 率

職員給与費対医業収益比率

単 年 度 資 金 不 足 額

累 積 欠 損 金

地方財政法施行令第19条第１項
により算定した資金の不足額 (H)

×100

う ち 一 時 借 入 金

不
 

良
 

債
 

務

流 動 資 産

流 動 負 債

差引

減 価 償 却 費

翌 年 度 繰 越 財 源

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(ｴ)

支 払 利 息

そ の 他

経 常 費 用

又 は 未 発 行 の 額

純 損 益 (C)＋(F)

特
別
損
益

特 別 利 益

特 別 損 失

そ の 他

経 常 収 益

支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

材 料 費

経 費

収
 
 
 
 
 
 
 
 

入

医 業 収 益

料 金 収 入

そ の 他

う ち 他 会 計 負 担 金

0

そ の 他

医 業 外 費 用

24年度23年度

医 業 外 収 益

他 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

18年度(実績) 21年度

78,130

100.1

58.7

0

336,132

101.6

40.0

309,640

0 0

36.5

0

22年度

58.0

95.1

24.0 17.3 8.6

217,177 156,705

102.3 111.1 106.2 104.9

99.3

62.8 57.3 57.6 58.0

336,132

40.0

17.2

91.5 101.0 100.891.8 87.1

59.4 67.3

39.9 43.0

78,130

36.5 24.0 17.3 8.6

309,640 217,177 156,705

71.3

　　例）「22年度単年度資金不足額▲30百万円」＝（「22年度不良債務額▲20百万円」－「21年度不良債務額10百万円」）

病 床 利 用 率 60.3

0 0

333,891 337,326

99.5 97.1

39.9 43.1

333,891 337,326

39.9 43.1

8.6
地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の
資金不足比率

24.040.0 36.5

0

56.4 71.3 71.3 71.3



団体名
（病院名）

２．収支計画（資本的収支） (単位：千円、％)

　　 年 度

 区 分

１. 0 0 0 0 0 0 0 0

２. 0 0 0 0 0 0 0 0

３. 0 0 14,838 107,623 0 35,022 36,373 39,603

４. 0 0 0 0 0 0 0 0

５. 472 1,406 9,345 2,625 595 0 0 0

６. 0 7,923 9,160 77,800 20,000 4,380 0 0

７. 0 0 0 0 0 0 0 0

(a) 472 9,329 33,343 188,048 20,595 39,402 36,373 39,603

0 0 0 0 0 0 0 0

(c) 0 0 0 0 0 0 0 0

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 472 9,329 33,343 188,048 20,595 39,402 36,373 39,603

１. 3,338 32,400 35,209 189,003 23,752 14,826 8,374 11,377

２. 37,902 39,939 42,088 44,355 46,746 49,268 48,281 50,882

３. 0 0 0 0 0 0 0 0

４. 0 0 0 0 0 0 0 0

(B) 41,240 72,339 77,297 233,358 70,498 64,094 56,655 62,259

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 40,768 63,010 43,954 45,310 49,903 24,692 20,282 22,656

１. 0 0 0 0 0 0 0 0

２. 0 0 0 0 0 0 0 0

３. 0 0 0 0 0 0 0 0

４. 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 0 0 0 0 0 0 0 0

補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 40,768 63,010 43,954 45,310 49,903 24,692 20,282 22,656

0 0 0 0 0 0 0 0

(E)－(F) 40,768 63,010 43,954 45,310 49,903 24,692 20,282 22,656

３．一般会計等からの繰入金の見通し

(119,984) (155,842) (30,000) (21,600) (8,400) (8,400) (8,400) (8,753)

123,434 155,842 170,678 182,740 191,885 145,693 143,016 141,112

(472) (1,406) (9,345) (2,625) (595) (0) (0) (0)

472 1,406 24,183 110,248 595 35,022 36,373 39,603

(120,456) (157,248) (39,345) (24,225) (8,995) (8,400) (8,400) (8,753)

123,906 157,248 194,861 292,988 192,480 180,715 179,389 180,715

（注）
1
2

資 本 的 収 支

　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。

(単位：千円）

そ の 他

計

2．金額の単位は適宜変更することも可能。（例）千円単位。

19年度（実績） 20年度（実績） 25年度

24年度18年度(実績) 21年度

合　　　計

収 益 的 収 支

　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金
以外の繰入金をいうものであること。

22年度

企 業 債

他 会 計 出 資 金

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

そ の 他

収 入 計

(b)

実 質 財 源 不 足 額

補
て
ん
財
源

1．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。

(F)
当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

又 は 未 発 行 の 額

前年度許可債で当年度借入分

支 出 の 財 源 充 当 額
う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る

他 会 計 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

支
　
　
出

建 設 改 良 費

そ の 他

支 出 計

収
　
　
　
　
　
　
入

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

18年度(実績) 21年度 23年度 24年度22年度

19年度（実績） 20年度（実績）

一部事務組合下北医療センター
大間病院

23年度 25年度


